
男鹿市告示第２４号  

 

 男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金交付要綱の一部を改正す

る告示を次のように定める。  

 

  令和５年３月２２日  

 

 

               男鹿市長  菅  原 広  二  

 

 

男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金交付要綱の一部を改  

正する告示  

 男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金交付要綱（平成３１年男

鹿市告示第２３号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（準用規定）  （準用規定）  

第 16 条  第６条から第 12 条の規
定は、本章の補助において準用す

る。  

第 20 条  第６条から第 12 条の規
定は、本章の補助において準用す
る。  

別表第１（第７条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

第 16 条  第５条から第 12 条の規
定は、本章の補助において準用す

る。  

第 20 条  第５条から第 12 条の規
定は、本章の補助において準用す
る。  

別表１（第７条関係）  

 

 

 

 

 

 



改正後  改正前  

様式第１号（第９条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第９条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第９条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第９条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金交付申請書 

 

令和 年 月 日 

  男鹿市長  あて 

申請者  住    所 

        氏    名               印    

                                      電話番号 

 

  男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金の交付を受けたいので、男鹿市移住者住宅取得等支

援事業補助金交付要綱第９条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

転入年月日日         令和  年  月  日 

転入前の住所 
  

（  年  月  日から居住） 

住宅取得(賃貸

借 ) 年 月 日 

     年  月  日 

（取得の場合は登記年月日、賃貸借の場合は契約年月日） 

補助金の種類 

□住宅取得費補助金 

□住宅改修費補助金 

□住宅賃貸借契約費補助金 

補助対象費用            円 

補助金申請額            円 

 



改正後  改正前  

様式第４号（第９条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第 10 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第９条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第 10 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後  改正前  

様式第６号（第 10 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号（第 11 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号（第 10 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号（第 11 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後  改正前  

様式第８号（第 12 条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第 12 条関係）  

 

 

 

 

 

  

備考  改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

   附  則  

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。  

 


